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第３章 計画の基本的な考え方

『未来へ みんなでつなぐ ⾃⼰治癒⼒の⾼い むらづくり』『未来へ みんなでつなぐ ⾃⼰治癒⼒の⾼い むらづくり』

山(やま)を活かす村

多様な植物と生き物の繋が
りを活かし、「自然の中で生
きていく術」を継承している村

イエを活かす村

災害がおきても安全な「住ま
い」と「避難場所」が普段か
ら備えられ、使いこなされて
いる村

江(え)※２を活かす村

⽔の流れを介して「⼈」と
「仕事」がしっかりと結び合
い、資源が余すところなく活
用されている村

※１︓住⺠や⾏政、⼈や地域のつながりができており、村全体で災害に対する備えができているため、
災害が起こっても被災リスクが低く災害からの回復⼒が⾼い。

※２︓「江」はゆったりとした⽔の流れ、万江川などを表現する⾔葉として使用している。

（１）生活インフラ・住まいの再興
（２）道路・河川・農地・森林の強靱化
（３）より安全な暮らし・持続可能な山江村の次世代への継承

１．基本理念・基本方針
山江村復興計画の基本理念は、検証から得られた教訓や課題、第６次山江村総合振興計画の

目指す姿である「ひと × 資源 × 暮らし つながる、活⼒・魅⼒生まれる 山江村」の考え方を踏まえ、

「鎮山親水（ちんさんしんすい）」とします。この⾔葉は、「自然との共生意識や畏敬の念を持ち、

自然と親しむと同時に怖さを知り、自然との関わり方を⾒直す。⼈と自然の調和。」を意味します。
また、基本方針として、以下の3項目を定めます。

２．村の将来像
基本理念の実現に向け、災害から村が目指す将来像を『未来へ みんなでつなぐ 自⼰治癒⼒の

⾼い※１ むらづくり』とし、健全な状態を取り戻した山や川、住まいが工夫されたイエを活かした村を目
指し、⼀⽇も早い復旧・復興に取り組みます。
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３．計画の推進体制等
（１）復興の主体

復興の主体は村⺠⼀⼈ひとりです。村⺠と⾏政が協働し、国・県・他市町村・関係機関等と連携し
ながら、復旧・復興を進めます。

（２）対象地域
復旧・復興へ村全体が⼀体となり全⼒で復興に取り組む必要があるため、対象地域は山江村全域

とします。

（３）計画期間
本計画は、令和3年度を初年度とし、令和12年度までの概ね10年後の姿を⾒据えながら、復旧や

復興に向けた取組みを段階的かつ着実に進めます。
なお、10年以上の⻑期的な視点で取り組むべき課題も多く、復興には令和13年度以降も継続して

取り組みます。

（４）計画策定後の対応
具体的な取組みは、令和３年度から進めていきますが、復旧・復興が進むにつれて、村⺠ニーズの

変化や今後新たな課題等が出てくることも考えらえることから、必要に応じて復興計画を⾒直すことを
前提とします。

令和
3年度
(2021)

令和
4年度
(2022)

令和
5年度
(2023)

令和
6年度
(2024)

令和
7年度
(2025)

令和
8年度
(2026)

令和
9年度
(2027)

令和
10年度
(2028)

令和
11年度
(2029)

令和
12年度
(2030)

復旧期 復興期▼計画改定（令和7年3月）
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基
盤
的
取
組
み
【
復
旧
期
】

道路の復旧

地
域
の
再
生
・
発
展
に
向
け
た
取
組
み
【
復
興
期
】

イエを活かす村

▶いのちを守る防災・減災力の強化

江を活かす村

▶地域資源を活かした産業振興・
コミュニティの創出

山を活かす村

▶山の再生・自然環境保全の推進

河川・砂防堰堤等の復旧

上下⽔道の復旧

その他施設の復旧

山地災害危険地区の解消

なりわいの再建

公共交通機関の再開

公有林や放置林などを森林環境教育の
場として活用し、自然に親しみながら山
に携わる⼈材を育てるとともに、森林が
持つ多面的な機能を十分に発揮できる環
境保全に取り組みます。

災害発⽣等の非常時に備え、地域住⺠
の自助・共助といった防災意識の醸成を
図るとともに、迅速な避難⾏動へつなが
る体制整備や安全安心な環境づくりに取
り組みます。

村の豊かな資源を活用し、「⼈」や
「物」の流れをつくり、持続可能な地
域振興を目指した産業振興や関係⼈口
の創出などに取り組みます。

（５）計画体系

橋梁の復旧
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１．復旧・復興に向けた取組みの基本的な考え方
村の復旧・復興に向けては、基本理念・基本方針・村の将来像に沿って、様々な取組みを進めていくことに

なりますが、計画期間中の⾏政と住⺠の役割等について、考え方を共有しておく必要があります。
本計画において、令和3年度から令和5年度までを復旧期として位置付け、生活基盤等の災害復旧事業

など⾏政が主体となる取組みが中⼼になりますが、復興期には村の将来像の実現に向けて、自助・共助・公
助の考え方を原則として、住⺠や⾏政、関係機関などそれぞれが役割を担い、⼀体となって取り組み復興を
推進していきます。

2．基盤的取組み【復旧期】
復旧期には、基本方針に踏まえ、⾏政が中⼼となって以下の8項目について取り組んでいきます。

【8項目の取組み】
（１）道路の復旧

今回の災害で被災した村道、農道・林道等の早期復旧に取り組みます。
また、甚⼤な被害を受けた県道坂本⼈吉線の復旧は、実施主体である県と連携しながら早期復旧を

目指します。

（２）橋梁の復旧
道路の復旧状況を確認しながら、被災した5本の橋梁の復旧に取り組みます。

取り組む内容 担当課

村道の災害復旧 建設課

林道等の災害復旧 産業振興課

取り組む内容 担当課

橋梁の災害復旧 建設課

第４章 復旧・復興に向けた取組み
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（３）河川・砂防堰堤等の復旧
今回の災害で、村内の河川は護岸の流失や河道の埋塞等、砂防堰堤には⼤量の⼟砂が堆積し、

⼀部の治山施設が欠損しました。
県管理河川及び村管理河川の復旧については、環境に配慮しながら関係機関と連携し早期復旧

に取り組みます。また、堆積⼟砂の仮置き場を早急に確保し、早期処理に取り組みます。
砂防堰堤については、国への財政⽀援や県へ早期復旧及び堆積⼟砂の撤去を要請していきます。

（４）上下水道の復旧
道路の災害復旧の状況を確認しながら、被災した地域の上⽔道の復旧に取り組みます。
排⽔処理施設の復旧については、既存の補助⾦制度を活用し復旧⽀援を⾏います。

（５）その他施設の復旧
今回の災害では、学校施設や地域コミュニティ施設、防火⽔槽などの消防防災施設も被害を受けました。
地域住⺠の生活の安⼼・安全を確保するため、それぞれの施設の復旧に取り組みます。

取り組む内容 担当課

河川の災害復旧

建設課河川の堆積土砂の早期処理

砂防堰堤の復旧・堆積土砂の撤去

取り組む内容 担当課

上水道の災害復旧（地域水道含む） 建設課

取り組む内容 担当課

公衆トイレの復旧 企画調整課

消防施設の復旧 総務課
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（６）山地災害危険地区未着手箇所の解消
山腹崩壊による⼟砂流出等の被害が多発したため、山地災害危険地区の指定箇所における予防治

山事業の未着手箇所を、県との連携により積極的な掘り起こしに取り組みます。

（７）なりわいの再建
今回の災害では、多くの農地や農業用施設、⽔産施設、事業所等が被災し、農林業や⽔産業、商工

業など産業基盤も⼤きな被害を受けたことから、被災した農地等の早期復旧に取り組み、地域住⺠の生業
の再建の向けた⽀援を⾏います。

（８）公共交通機関の再開
今回の災害で、橋梁流出や⾞両の浸⽔など甚⼤な被害を受けた第三セクター「くま川鉄道」は、沿線の

⾼校に通う学生に欠かせないものであり、くま川鉄道の全線復旧に向け、「くま川鉄道再生協議会」の構
成市町村として取り組みます。

取り組む内容 担当課

山腹崩壊地の復旧・山地災害危険地の防止 産業振興課

取り組む内容 担当課

農地・農業用施設の早期復旧・整備
産業振興課

営農、事業の再開・継続に向けた支援

取り組む内容 担当課

公共交通機関の復旧 総務課
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目標 担当課 R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

特記事項

1
道路の
復旧

建設課

産業
振興課

2
橋梁の
復旧 建設課

3

河川・
砂防堰堤
等の復旧

建設課

万江川大
規模特定
砂防事業
の期間は、
R13年度ま
でを予定

4
上下水道
の復旧 建設課

県道復旧
に合わせ
て実施

5

その他
の施設
の復旧

企画
調整課

総務課

県道復旧
に合わせ
て実施

6

山地災害
危険地区
未着手箇
所の解消

産業
振興課

7
なりわい
の再建

産業
振興課

8

公共交通
機関の再
開

総務課
R8年度内
の全線復
旧を予定

基盤的取組み【復旧期】〈8項目〉スケジュール

村道の復旧

林道の復旧

橋梁の
復旧

河川の災害復旧

土砂撤去工事・随時要望

万江川大規模特定砂防事業

上水道の
復旧

淡島公衆
トイレ
の復旧

消火栓の
復旧

定期的なパトロールの実施

作業道の災害復旧への支援

くま川鉄道の
復旧

農地・農業用施設
の災害復旧
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山に携わる⼈材を育て、健全な森づくりを⾏うことで、
災害に対する予防⼒の向上を図るため、山の生態系の
保全を推進する仕組みの確⽴を目指します。

山を活かす
山江の森維持管理システム

危険を察知し、近隣住⺠などと協⼒しながら我
が⾝を守る⾏動をとることができ、また、安全な住ま
いや避難場所などそれぞれが自主避難生活を⾏う
ことができる環境が確保できる仕組みの確⽴を目
指します。

イエを活かす
災害時緊急避難システム

上流域にある資源を活用した産業振興を図る
とともに、海も含む下流域との「⼈」と「物」の交流
を通して、SDGsの考え方に基づいた循環型産
業や交流事業等を推進する仕組みの確⽴を目
指します。

江を活かす
山幸海幸交流推進システム

３．地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】
復興期の取組みについては、住⺠と⾏政が⼀体となって進めていくことが重要です。そのため、基本理念や基本

方針をもとに、復興期に向け次の３つの仕組みを確⽴することを目標として、復興村づくり推進委員会等の住⺠
意⾒やアイデア等を踏まえつつ、地域が抱える課題を解決しながら、持続的に発展する豊かな地域の実現に向け
て、復興の歩みを着実に進めていきます。
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山
江
の
森
維
持
管
理
シ
ス
テ
ム

〜 山の再生・⾃然環境保全の推進 〜
公有林や放置林などを森林環境教育の場として活用し、自然に親しみ

ながら山に携わる⼈材を育てるともに、森林が持つ多目的な機能を⼗分に
発揮できる環境保全に取り組みます。

【取組み】
➢ 公有林などを活用した森林環境教育
➢ 環境保全型林業の実践
➢ 森林環境譲与税等を活用した⺠有林の整備
➢ 有害鳥獣の被害対策
➢ 自然に親しむ親⽔公園等の整備
➢ 脱炭素・循環型社会の推進 など

自然に親しむ環境の整備

環境教育 環境保全型林業

植樹活動
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目標 担当課 R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

特記事項

1

山を守る
人材の育
成

産業
振興課

2

環境保全
型林業の
実践

産業
振興課

3

森林環境
譲与税を
活用した
⺠有林の
整備

産業
振興課

4

有害鳥獣
の被害対
策

産業
振興課

5

自然に親
しむ環境
づくり

産業
振興課

教育
委員会

企画
調整課

‣かわの
学校：小
学生を対
象に川遊
び体験

6

脱炭素・
循環型社
会の推進

企画
調整課

産業
振興課

Ｊｸﾚｼﾞｯﾄ
着手準備

7

自然環境
保全の推
進

建設課

地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 スケジュール
〜山の再生・⾃然環境保全の推進〜

村⺠協働の森づくり活動

山田川河川敷利活用事業
（かわの学校）

球磨川リバイバルトレイル（後援団体として大会運営支援）

自伐型林業による⺠有林整備

経営管理集積計画の整理

狩猟免許取得推進

有害鳥獣捕獲助成金

公有林などを活用した自然に親しむ森づくり

親水公園事業
供用開始（R9年度）工事計画準備

再生可能エネルギー事業実施計画基本計画

⺠間企業と連携した協働の森づくり活動

農業集落排水加入促進

環境教育
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災
害
時
緊
急
避
難
シ
ス
テ
ム

〜 いのちを守る防災・減災⼒の強化 〜
災害発生時等の非常時に備え、地域住⺠の自助、共助といった防災

意識の醸成を図るとともに、迅速な避難⾏動へつながる体制整備や安全
安⼼な環境づくりに取り組みます。

【取組み】
➢ 地域の⾝近な危険個所や避難所等の把握・周知
➢ 地域住⺠や消防団員などの防災学習等による⼈材育成
➢ 住⺠参加による定期的な防災訓練の実施
➢ ⾼齢者などの災害弱者への⽀援体制の強化
➢ 情報通信基盤の充実強化
➢ 災害に備えた住環境づくり など

防災訓練

情報共有ツールの活用

防災マップ作成

災害弱者、避難経路等の確認

12



目標 担当課 R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

特記事項

1

地域の身
近な危険
箇所や避
難所等の
把握・周
知

総務課

2

地域住⺠
や消防団
員等の人
材育成

総務課

教育
委員会

3

住⺠参加
による定
期的な防
災訓練

総務課

教育
委員会

避難行動
要支援者
宅の把握

4

高齢者な
どの災害
弱者への
支援強化

健康
福祉課

5

消防団の
維持強化
に向けた
体制整備

総務課

6

地域情報
を入手し
やすい環
境整備

総務課

企画
調整課 R7年4⽉〜

CATV⺠営化

7

災害に備
えた住環
境づくり

企画
調整課

総務課

税務課

建設課

R7年4⽉〜
供用開始

マイタイムライン・地区防災計画の作成、更新

防災マップの作成・随時更新

防災士の資格取得及び育成

防災教育の実施（生涯学習講座、学校給食等）

総合防災訓練（情報伝達、避難所運営等）

空き家（空き地）バンクの情報更新・周知

地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 スケジュール
〜いのちを守る防災・減災⼒の強化〜

全体版
更新

地域版
更新

学校施設での訓練（避難、引渡し等）

地域見守りネットワーク事業

ボランティア活動参加の促進

消防団体制の維持強化再編協議

情報共有ツールの活用による地域情報ネットワーク構築

防災行政無線⼾別受信機の設置推進

ケーブルテレビのサービス充実に向けた支援

丸岡公園農村広場休憩所（仮設住宅利活用事業）
※自主避難所として運用

避難所となる空き家の固定資産税減免制度・周知

公共施設等への再生可能エネルギーの導入

水道施設⻑寿命化・耐震化事業
修繕・工事実施設計基本計画

備蓄物資の確保・整備

13



山
幸
海
幸
交
流
推
進
シ
ス
テ
ム

〜 地域資源を活かした産業振興・コミュニティの創出 〜
村の豊かな資源を活用し、「⼈」や「物」の流れをつくり、持続可能な

地域づくりを目指した産業振興や関係⼈口の創出などに取り組みます。

【取組み】
➢ 学校給⾷などを活用した農林産物の地産地消の推進
➢ 地域産物を使用した商品開発、販路開拓
➢ ⼈や地域産物の活用による海山交流事業の実施
➢ 地域振興を⽀える関係⼈口の創出
➢ ⼈口減少社会における持続可能な地域運営コミュニティの構築
➢ 地域振興拠点の整備による産業振興と賑わい創出
➢ ふるさと納税を活用した地場産業の再建⽀援 など

地域産品の活用・商品開発

地域交流環境教育交流

賑わいイベント
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目標 担当課 R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

特記事項

1

村の豊か
な資源
(農産物)

の活用

産業
振興課

企画
調整課

2

観光コン
テンツの
充実

企画
調整課

3
海と山の
交流

教育
委員会

‣八代市
金剛小学校

‣対馬市
豊玉小学校

4

地域復興
を支える
関係人口
の創出

企画
調整課

5

持続可能
な地域運
営コミュ
ニティの
構築

企画
調整課

6

人口定着、
産業成⻑
への転換

企画
調整課

地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 スケジュール
〜地域資源を活かした産業振興・コミュニティの創出〜

地産地消促進事業 給食委員会議（地場食材活用の協議）

物産交流

観光交流イベントの開催

河口清掃

山江村農林産物協議会による地域産品の販促・普及活動

丸岡公園
野営場の
改修

海山交流少年の船事業

山江村復興ポータルサイトの運用

山江村観光交流促進協議会・NPOかちゃリンクやまえ等
と連携した交流イベントの開催

山江村未来づくり協議会（農村RMO）
自走実働基本計画

石蔵活用拠点整備事業
開業本体工事設計等

ふるさと納税（山江村産物の返礼品の開発・登録）
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災害復旧工事スケジュール（令和7年2月末時点） 竣工 発注済み 未発注

令和2年度
（2020年）

1月-3月 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4

（2658）Ｌ＝94.0ｍ

（468）　Ｌ＝60.0ｍ

（469）　Ｌ＝60.0ｍ

（4021）Ｌ＝762.0ｍ

（4763）L＝34.5m

（2668）Ｌ＝36.0ｍ

（5687）Ｌ＝80.4ｍ

山田川 （5140）Ｌ＝17.3ｍ

淡島裏参道橋 （5506）Ｌ＝44.0ｍ

足算瀬橋 （5135）Ｌ＝21.05ｍ

柚木川内橋 （5679）Ｌ＝38.0ｍ

六郎橋 （4020）Ｌ＝22.0ｍ

弥七橋 （4025）Ｌ＝15.0ｍ

萩内畑線 （3645）Ｌ＝48.0ｍ

（591）　Ｌ＝16.0ｍ

（592）　Ｌ＝41.0ｍ

（593）　Ｌ＝10.0ｍ

（1532）Ｌ＝15.0ｍ

（1533）Ｌ＝8.4ｍ

（1534）Ｌ＝27.0ｍ

（1529）Ｌ＝4.0ｍ

（1530）Ｌ＝39.0ｍ

（1531）Ｌ＝30.6ｍ

（471）　Ｌ＝35.0ｍ

（5680）Ｌ＝47.0ｍ

下払大平線 （470）　Ｌ＝28.0ｍ

（963）　Ｌ＝59.5ｍ

（964）　Ｌ＝16.0ｍ

（965）　Ｌ＝20.0ｍ

（966）　Ｌ＝15.0ｍ

西川内下城子線 （2102）Ｌ＝17.0ｍ

（628）　Ｌ＝18.0ｍ

（2222）Ｌ＝11.0ｍ

（2223）Ｌ＝13.0ｍ

（2224）Ｌ＝27.0ｍ

（629）　Ｌ＝12.0ｍ

（630）　Ｌ＝33.0ｍ

（631）　Ｌ＝23.0ｍ

（1528）Ｌ＝67.0ｍ

涼松筌野線 （4452）L=22.0m

荒神光永恵線 （3102）Ｌ＝46.0ｍ

県道葛谷線 （2671）Ｌ＝62.5ｍ

（2669）Ｌ＝7.0ｍ

（2670）Ｌ＝6.0ｍ

（2464）Ｌ＝37.2ｍ

（2101）Ｌ＝6.0ｍ

（2465）Ｌ＝31.0ｍ

（2466）L=45.0ｍ

（2098）Ｌ＝23.0ｍ

（2099）L=15.0m

（2467）L=9.0m

（3635）Ｌ＝56.3ｍ

柚木川内向鶴線 （3099）L=56.6m

向鶴小鶴線 （4453）L=173.1ｍ

（4019）L=463.2m

（4454）L=20.0m

（3100）L=69.0m

（2463）L=13.0m

（2667）L=23.0m

（4455）L=117.0ｍ

（3636）L=116.7ｍ

（4764）L=50.0m

（589）　L=11.5m

（3098）L=22.0m

（590）　L=10.8m

（967）　L=16.5m

（968）　L=11.0m

（969）　L=27.5m

（4026）L=10.0m

（3103）L=96.0m

（2097）L=39.5m

（2462）L=20.0m

（2221）L=31.0m

大川内橋上部落線 （4456）L=74.4m

（3633）L=42.0m

（4012）L=325.5ｍ

（2100）L=12.0m

（3642）L=145.7m

（3643）L=13.0m

（3634）L=21.5m

（4011）L=88.5m

大川内萩線

公共土木
施設

概要
令和3年度
（2021年）

令和4年度
（2022年）

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）

令和9年度
（2027年）

下払川

宇那川

令和5年度
（2023年）

令和6年度
（2024年）

山口吐合今村線

井川尻弁慶谷線

岩ヶ野下払線

大平鳥屋線

涼松横手線

柚木川内日当線

日当戸屋線

吐合宇那川線

宇那川戸屋線

一子野線

橋詰湯口線

側道１５号線
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竣工 発注済み 未発注

令和2年度
（2020年）

1月-3月 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4

既設住宅災害復旧 8戸 入居開始（R5.4.1）

令和2年度
（2020年）

1月-3月 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4

山渋線 Ｌ＝270.0ｍ

下払線 Ｌ＝15.0m

Ｌ＝38.0ｍ

L＝37.0m

Ｌ＝9.0ｍ

L＝10.0ｍ

Ｌ＝34.0ｍ

Ｌ＝86.0ｍ

Ｌ＝28.0ｍ

Ｌ＝15.0ｍ

Ｌ＝9.0ｍ

亀谷線 Ｌ＝22.0ｍ

Ｌ＝20.0ｍ

Ｌ＝5.0ｍ

Ｌ＝7.0ｍ

Ｌ＝4.0ｍ

向鶴線 Ｌ＝83.0ｍ

Ｌ＝113.0ｍ

Ｌ＝14.0ｍ

Ｌ＝54.0ｍ

Ｌ＝17.0ｍ

Ｌ＝48.0ｍ

Ｌ＝19.0ｍ

令和2年度

1月-3月 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4

下城子地区 （103）L=6ｍ、0.02ha

山の口地区 （101）L=9ｍ、0.02ha

段の平地区 （202）L=6ｍ

鍋の平地区 （404）L=12ｍ

（106）L=15ｍ、0.07ha

（107）L=9ｍ、0.16ha

（208）L=9ｍ

又ヶ野地区 （116）L=8ｍ、0.01ha

経塚地区 （117）L=32ｍ、0.05ha

狐石地区 （203）L=5ｍ

（109）0.03ha

（205）L=69ｍ

（405）L=9ｍ

（114）L=35ｍ、0.32ha

（207）L=39ｍ

下の段地区 （110）2.93ha

上の段地区 （401）L=20ｍ

（211）L=265ｍ

（212）L=1240ｍ

（403）L=33ｍ

前田地区 （201）L=110ｍ

上小森地区 （113）0.38ha

（105）L=141ｍ、1.18ha

（209）L=224ｍ

（210）L=368ｍ

（102）L=29ｍ、0.05ha

（111）0.08ha

（104）L=12ｍ、0.03ha

（204）L=12ｍ

日当地区 （115）L=18ｍ、0.07ha

令和6年度
（2024年）

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）

令和9年度
（2027年）

屋形線

葛線

令和3年度
（2021年）

令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）

坂本山江線

柳野線

今村線

農地・
農業用施設

概要

第二横手線

林道施設 概要
令和3年度
（2021年）

令和6年度
（2024年）

令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）

令和9年度
（2027年）

屋形地区

小鶴地区

カンノ平地区

堂の前地区

向田地区

榎木町地区

濁毛地区

令和6年度
（2024年）

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）

令和9年度
（2027年）公営住宅

災害復旧事業
概要

令和3年度
（2021年）

令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）
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⼭江村復興計画（改定版）

発⾏年⽉ ︓令和7年3⽉
編集・発⾏︓⼭江村役場 企画調整課
〒868－8502

熊本県球磨郡⼭江村大字⼭田甲1356番地の1
TEL︓0966－23－3111（代表）
FAX︓0966－24－5669


